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３ 水とみどりの整備方針 

３－１ 基本方針 

豊かな自然環境の保全と活用 

うるおいとゆとりに満ちた都市まちづくりを進めるため、多良山系等をはじめとした自然豊かなみどり、また大村湾や郡

川に代表される豊かな水辺環境の保全と活用を進めます。 

 

みどり豊かな都市空間の創出 

市民生活における憩いの場、また災害時における避難場所として、地域に身近な公園・緑地の整備を進めます。ま

た、みどり豊かな都市空間の創出を図るため、道路や公園、住宅等における緑化の推進や親水空間の創出を図ります。 

 

協働の取組 

豊かな水とみどりを守り、育て、活用していくために、協働による取組を促進します。 

 

３－２ 整備方針 

（１）自然環境の保全と活用 

①自然環境の保全 

○多良山系をはじめ、市街地を取り囲む農地や山林は、水源かん養機能や土砂災害防止機能などを持つ豊かな自然

資源として保全を図ります。 

○大村湾の環境基準を達成するために下水処理の高度処理化を進めます。 

○大村湾については、「大村湾沿岸海岸保全基本計画（平成 18 年）」に基づき、国や長崎県や大村湾流域市町等で組

織する近隣市町、「大村湾をきれいにする会」等と連携を図りしながら、その環境保全に努めます。 

○魅力的な都市空間を創出することに加え、生物多様性の確保に資する野生生物の生息・生育環境を形成することに

配慮し、水とみどりの保全や環境整備を進めます。 

 

②自然環境の活用 

○健康づくりやスポーツ・レクリエーション活動など、自然を活かしたツアーやしゃくなげ祭りなど、市民あるいは訪れる人

が、様々な余暇活動を楽しめる場として、大村湾、や野岳湖や、琴平岳及び、裏見の滝自然花苑などの自然資源の活

用を図ります。 

○都市と自然との交流を図るグリーンツーリズム、エコツーリズム、ヘルスツーリズムなど、新たな産業や賑わいの創出に

向けて、大村市の豊かな自然資源の活用を進めます。大村市グリーン・ツーリズム推進協議会等との連携により、大村

市の豊かな自然環境等を活かした農業体験や食育体験などの体験型観光の強化に努め、都市と農村との交流を推

進します。 

 

 

○市街地周辺の農地については、都市農業の振興施策と連携しながら、都市の景観形成や防災性の向上、多様なレク

リエーションを楽しめる場としての有効活用を検討します。 

 

 

 

・「都市づくり」は「まちづくり」に表現を統一する 

・「生かす」は「活かす」に表現を統一する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 5 次大村市総合計画（P145/豊かな自然環境の保全）で使用されている表現との統

一を図る（水源かん養機能、土砂災害防止機能） 

・各課意見照会の内容（下水処理の高度処理化）を反映する 

・目標Ⅴ（2）を踏まえ、大村湾を活かした地域活性化に関する記載を追加する 

※第 5 次大村市総合計画（P145/豊かな自然環境の保全）と整合する内容を記載 

 

 

 

 

・各課意見照会の記載（しゃくなげ祭りへの支援、自然を活かしたツアーの実施）を反映

し、分かりやすい内容とする 

 

・目標Ⅴ（1）を踏まえ、豊かな自然を活かした観光施策について記載を追加する 

※第 5 次大村市総合計画（P125/グリーン・ツーリズムの推進）と整合する内容を記載 

・各課意見照会の内容（大村市グリーン・ツーリズム推進協議会の支援）を反映し、分か

りやすい内容とする 

 

 

・課題①（4）を踏まえ、都市農地の多様な機能の発揮に関する記載を追加する 

 

  

赤色：課題や目標の変化、個別計画の整備方針を受けた見直し  緑色：昨年度収集した各課意見照会を受けた見直し 
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（２）水とみどりのネットワーク 

①水とみどりの拠点整備 

○自然・レクリエーション資源が集積する地区や、歴史・文化、自然と親しむことができる大規模な公園については、「み

どりの拠点」と位置づけ、その機能強化を図ります。 

 

○大村湾沿岸に位置する大村公園、森園公園、大村市総合運動公園（仮称）、松原しおさい公園においては、海（水）と

ふれあい親しむことができる水辺空間の形成を図るなど、市民・来訪者が自然と親しみ交流する場として活用を進めま

す。また、市街地に近い特徴を生活かして、都市の魅力と賑わいを演出する環境整備を図ります。 

○スポーツや健康増進の拠点として、大村市総合運動公園の整備を図り、大規模なスポーツ大会の開催や市民スポー

ツを推進します。さらに、本市の自然環境を活かしたアウトドアスポーツツーリズムを推進するため、「大村市アウトドア

グランドデザイン」に基づき、公園施設のリニューアルを図ります。 

 
②河川・水辺空間の整備 

○鹿ノ島、玖島崎周辺などの海岸部については、海と調和した美しい景観や御船蔵跡など周辺に分布する歴史資源を

活用しながら、歴史的な水辺空間として、その保全を図ります。 

○また、海岸の整備にあたっては「大村湾沿岸海岸保全基本計画」に基づき、自然への配慮、水質保全を図るなど、良

好な海岸環境の形成に努めます。また、プレジャーボートなどの係留港湾施設について、県と連携しながら魅力的な

海辺空間の整備・維持管理に取り組みます。 

○身近に水と親しむことができる海辺や河川空間については、親水性を確保するため、自然環境に配慮しながら、緩傾

斜護岸や階段工等による河川・海岸整備を進めます。 

○特に、郡川、大上戸川をはじめ市街地を流れる主要な河川や森園公園から幸町周辺の海岸部については、水と親し

みを感じる散策路やサイクリングロードの整備など、市街地と一体的な水辺空間の創出を図ります。 

 

③水とみどりのネットワークの形成 

○大村湾の海岸線や主要な河川、海岸部については、美しい都市空間を構成する要素として、また身近に水と親しむこ

とができる水辺空間として、その機能の保全や充実を進めます。 

○市街地を取り囲む斜面緑地については、起伏に富み都市にやすらぎを与えるみどりの空間として、その保全を図りま

す。 

○各幹線道路の整備にあたっては、街路樹や花壇の整備によりみどりの連続化を図ることや、うるおいのある歩行者空間

を創出するなど、都市の魅力を演出する空間づくりを推進します。 

○海岸線や河川、斜面緑地や幹線道路などの連続したみどりを骨格として、「みどりの拠点」や市街地を有機的に結ぶこ

とで「水とみどりのネットワーク」を形成し、うるおいある都市空間の創出や海～まち～里山～山が共生する都市まちづ

くりを進めます。 

 

 

 

 

 

・第 5 次大村市総合計画（P140/公園の整備・維持管理）で使用されている表現との

統一を図る（大村市総合運動公園） 

 

・第 5 次大村市総合計画（P140/公園の整備・維持管理）を踏まえ、大村市総合運動

公園の整備、公園施設のリニューアルについて追加する 

 

 

 

・各課意見照会の記載（御船蔵跡の活用）について追記し、分かりやすい内容とする 

 

 

・第 5 次大村市総合計画（P140/河川・海辺空間の整備・維持管理）を踏まえ、係留

港湾施設の整備・維持管理について追加する 
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（３）身近な公園・緑地の整備 

①身近な公園の整備 

○地域住民の身近な憩いの場、防災空間としての役割に配慮しながら、公園・緑地の適正配置に努めます。 

○市民協働により、利用者ニーズに対応した利用方法や維持管理方法について検討します。 

○公園利用者の安全性を確保するため、「大村市公園施設長寿命化計画」に基づき、老朽化した施設の改修や機能の

更新を進めるとともに、利用者ニーズに対応した利用方法や維持管理方法について検討します。 

 

②身近な緑地の整備 

○公園や広場をはじめとした施設緑地、風致地区として定められた地域性緑地など、暮らしに身近な緑地の保全に努め

ます。 

○みどり豊かな都市空間の創出に向けて、主要な道路、駅前広場の都市施設や拠点となる公共施設の緑化整備に努め

ます。 

 

（４）協働による取組 

○市民ワークショップの開催など、市民主体のまちづくりを推進し、地区計画や緑化協定等を活用しながら、身近なみど

りの保全・創出を誘導します。 

○関係機関、NPO、市民と連携し、子どもをはじめ市民が水とみどりにふれ、関心を持つことができる機会の充実に努め

ます。 

○各地域のお祭りや活動と連携しながら、花いっぱい運動などを促進することで、各地域の活動と連携した花いっぱい

運動の促進や、桜まつり、花菖蒲まつりなどの“花を生活かしたまちづくり”を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次項と文章を統合する 

・第 5 次大村市総合計画（P140/公園の整備・維持管理）で使用されている表現との

統一を図る（大村市公園施設長寿命化計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各課意見照会の内容（桜まつり、花菖蒲まつり）を反映し、分かりやすい内容とする 
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■水とみどりの整備方針図 

 

・各課意見照会の内容（山田の滝公園整備）を踏まえ、山田の滝の周辺をみどりの

拠点、水とみどりのネットワーク（親水地）として位置付ける 

・都市計画道路・坂口植松線（H28 に都市計画決定）を新たな水とみどりのネットワー

ク（市街地）として位置付ける 

・主要施設名称の統一を図る（大村市総合運動公園、新大村駅、大村車両基地駅、

木場スマート IC） 

 

 


